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① 制度導入の背景と意義 

◆ 導入背景 

1980年代半ば以降、知的財産権保護がアメリカ、EU、日本など主要先進国の通商懸案とし

て浮上し、1994年ウルグアイラウンドの妥結により「世界貿易機関知的財産権の貿易関連の

側面に関する協定(WTO/TRIPs)」が制定され、1995年１月１日から発効された。TRIPs(Trade 

Related Intellectual Properties)協定は植物品種を特許法または個別法などで保護するよ

うになっており、品種保護制度はWTO加入国の義務事項になった。 

品種保護制度は、1995年種子産業法制定と共に導入され、1997年12月31日種子産業法が発

効されてから施行された。しかし、種子産業法の施行の結果、種子の保証･流通管理などに

関する実態的規定と品種保護に関する手順的規定が単一法に混在されているので、法の体系

と内容が複雑であり制度の効率的な運営に限界点がみられ、目的に合う別の法律に分離する

ことで、種子の流通保証と品種保護など各制度の存在意義を明確にし、制度の意義を最大限

生かす趣旨で、2012年６月１日付けで従来の種子産業法で植物新品種保護法が分離･制定さ

れて、2013年６月２日付けで発効された。  

◆ 植物新品種保護制度の定義 

品種保護制度は、植物新品種育成者の権利を法的に保障する知的財産権の一つの形態で、

特許権、著作権、商標登録権と類似し育成者に排他的な商業的独占権を与える制度である。

韓国の特許法では、植物の特性上、特許要件を充足することが難しいので実質的な品種保護

が成り立たない状況でした。植物新品種保護法では新品種育成者の権利を法的に保障するた

め特別法形態の植物新品種保護制度を採択している。  

◆ 植物新品種保護制度の意義 

植物新品種保護制度の意義は、植物新品種育成者の権利を保護することで優秀品種育成お

よび優良種子の普及を促進し、農業生産性の向上と農民所得を増大することにある。通常新

品種開発には長期間の技術および労働力が必要であり、費用が多く投入される。新品種が育

成、開発され、一般大衆に公表された時、他人によりたやすく増殖されると、新品種を開発

した育成者の投資に対する適切な収益の機会が剥奪され、開発意欲を喪失してしまうと思わ

れる。従って、品種保護制度は、育成者にとって他人が育成者の許諾なしには新品種の商業

化ができないように規制する。よって、品種保護権を持つ育成者が開発費用を回収し、育成

投資から利益を得ることができるようにする。 

 

② 品種保護対象作物と保護要件 

◆ 品種保護対象作物 

1991年UPOV条約にて品種保護制度施行初年度には保護対象作物を15以上の作物とし、その

後10年以内に全ての作物に保護対象を拡大するようになった。韓国は2002年１月７日植物新
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品種保護国際同盟(UPOV)に加盟し、条約により2012年１月７日付けで保護対象が全ての作物

に拡大された。 

従来、種子産業法では、保護対象作物を農林畜産食品令として定めるようにし、施行初年

度に稲、ハクサイ、リンゴなど27の作物が指定された。作物別国際競争力の水準、農業にお

よぼす影響などを総合的に考慮し、保護対象作物を選定するが、専門家や農業従事者など各

分野の意見をとりいれ、国家戦略的次元で年次的に保護対象作物を拡大しつつ、2012年１月

７日にイチゴ、木イチゴ、カンキツ、ブルーベリー、サクランボ、海藻類が含まれ、全ての

作物が品種保護の対象になった。 

また、品種保護対象作物を農業用、山林用、海藻類と区分し、農業用は国立種子院、山林

用は国立山林品種管理センター(043-848-3314～６)、海藻類は水産植物品種管理センター

(061-280-5399)にて品種保護出願を担当している。 

◆ 品種の保護要件 

品種保護を受けるため出願した品種が品種保護要件を具備し、植物新品種保護法で規定し

た出願方式に違反がなく、登録料を納付する場合には、品種保護権を与えるようになってい

る。  

 

③ 品種保護出願および審査手順 

◆ 品種保護出願 

出願者が育成者の氏名および住所、品種の名称、品種育成過程などを記載した出願書に当

該品種の種子試料および写真を添付し、海洋水産部長官に提出することにより出願書が受け

付けられ、出願書受付日が出願日になる。 

ある国に品種保護出願を行った者がその品種保護を出願した品種と同一の品種を１年以内

に韓国に出願する場合には、品種保護出願日の適用における最初の出願日を出願日として認

めることを優先権とし、このような主張を優先権主張と言う。優先権を主張しようとする者

は、最初の品種保護出願日次の日から１年以内に品種保護出願を行わないと優先権を主張す

ることができない。  

◆ 出願審査 

海洋水産部長官は、出願書が植物新品種保護法で定められた方式に違反してないときには、

品種保護出願登録簿に登録し、出願者･品種名称など出願内容を品種保護官報に掲載し、出

願公表をする。 

出願公表があったときには誰でも当該品種が品種保護要件を取り揃えていないか品種保護

を受ける権利能力がないことを理由として品種保護を受けることができない趣旨の情報を証

拠と共に海洋水産部長官に提供することができる。審査官は出願公表された出願品種が品種

保護要件を取り揃えているかを判定する。 

新品種が新規性を持つかについて書面審査を行い、新規性があることと認められるときに

30




